
 
 

2025 年 ７月 ３ 日 

株主各位 

東京都八王子市石川町2951番地 

オリンパス株式会社

代表執行役 竹内 康雄 

 

 
事後交付型譲渡制限付株式報酬および業績連動型株式報酬としての 

自己株式の処分に関する代表執行役決定公告 

 
当社は、2025年６月27日に、取締役会から委任された代表執行役の権限により、事後交付型譲

渡制限付株式報酬および業績連動型株式報酬としての自己株式の処分について、下記のとおり

決定いたしましたので、公告いたします。 

 

記 

 
 

１． 処分する株式の種類および数 普通株式 42,939株 

２． 処分株式の割当方法 第三者割当の方法による。 

３． 処分価額 1 株につき金 1,661 円 

４． 処分総額 金 71,321,679 円 

５． 現物出資財産の内容および価額 2025年６月27日の当社代表執行役の決定に基づ

き、当社の取締役ならびに当社子会社の上級管理

職である従業員（以下、当社グループの従業員）

に付与される当社に対する金銭報酬債権合計金 

71,321,679円（処分株式 1 株につき出資される金

銭報酬債権の額 金 1,661円）を出資の目的とす

る。 

６． 処分先 非業務執行取締役 ３名： 9,303 株 

非業務執行取締役（退任者）１名：11,747 株 

当社グループの従業員（退職者）１名：21,889 株 

７． 処分期日 2025 年７月 22 日 

 

以上 


